
 

 

大阪市御堂筋本町北地区地区計画に係る用途認定取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、御堂筋本町北地区地区計画（以下「地区計画」という。）による建築物

の用途の認定に関し必要な事項を定めることにより、この認定の適正な運用を図り、業務機

能や上質なにぎわい機能や交流機能等を導入することを目的とする。 

 

（適用区域） 

第２条 この要綱は、地区計画の区域内の御堂筋に接する敷地における建築物に適用する。 

 

（建築物の用途の認定） 

第３条 この要綱による地区計画に係る認定は、当該地区計画の内容及び別に定める「大阪市

御堂筋本町北地区地区計画に係る用途認定取扱要綱実施基準」に適合する建築物であって、

かつ、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、上質なにぎわいや交流の用に

供すると認めるものについて行う。 

 

（認定申請等） 

第４条 前条の規定による認定を受けようとする者は、「大阪市御堂筋本町北地区及び大阪市

御堂筋本町南地区地区計画に係る手続要領」に定める図書を添えて、市長に申請することと

する。 

 

（事務） 

第５条 この要綱の実施についての事務は、計画調整局計画部都市計画課において行う。 

 

 

 

 附 則 

この要綱は、「大阪市御堂筋本町北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例」の施行日から実施する。 

 附 則 

この細則は、令和３年 11月 1日から施行する。 

 


